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問合せ
申込み
電　話
ファクス
メールアドレス
ホームページアドレス
フリーダイヤル

問

e
FAX

URL

TEL
申

＋ 仮設津島診療所のお医者さん

仮設津島診療所 0243（24）1431
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＋ 浪江診療所 のお医者さん

浪江診療所 0240（23）6173
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公職選挙法の一部改正（令和４年12月
28日施行）され、福島県は上図のとお
り、衆議院小選挙区の区割りが改定され
ました。
改定後、双葉郡は第４区になりました。
次の衆議院議員選挙からは、新しい選
挙区で選挙が行われます。

衆議院小選挙区の区割りが改定されました

浪江町選挙管理委員会事務局　　0240（34）0235

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、
安達郡第１区

福　

島　

県

第２区

第３区

第４区

郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、
田村郡
会津若松市、白河市、喜多方市、南会津郡、
耶麻郡、河沼郡、大沼郡、西白河郡、東白川郡

いわき市、相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡

改定前 改定後

耶 麻 郡

田村郡

田村郡

伊達郡

耶 麻 郡

河沼郡

南 会 津 郡

大 沼 郡

西 白 河 郡

東 白 川 郡

石 川 郡

安達郡

伊達郡

相 馬 郡

双 葉 郡

岩 瀬 郡

喜多方市
北塩原村

猪苗代湖

中島村

湯川村
相馬郡

耶 麻 郡

田村郡

田村郡

伊達郡

耶 麻 郡

河沼郡

南 会 津 郡

大 沼 郡

西 白 河 郡

東 白 川 郡

石 川 郡

安達郡

伊達郡

相 馬 郡

双 葉 郡

岩 瀬 郡

喜多方市
北塩原村

猪苗代湖

中島村

湯川村
相馬郡

①

③

④

⑤

①

③ ④

②②

西白河郡 西白河郡
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●浪江町役場　住民課　除染環境係 0240（34）0228（平日：８時30分～17時15分）
●双葉地方広域市町村圏組合　北部衛生センター 0240（35）5454（平日：８時30分～16時15分）
●双葉地方広域市町村圏組合　南部衛生センター 0240（25）4609（平日：８時30分～17時15分）

指定ごみ
袋に

はいって
ない指定ごみ
袋に

はいって
ない指定ごみ
袋に

はいって
ない

リサイク
ルが

義務付け
られた

家電製品

リサイク
ルが

義務付け
られた

家電製品

リサイク
ルが

義務付け
られた

家電製品

産業廃棄
物

産業廃棄
物

産業廃棄
物

粗大ごみ粗大ごみ粗大ごみ

※家電リサイクル４品目はテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

浪江町内（帰還困難区域を除く）のごみステーションは、指定のごみ袋に入っていない物は全て
違反ごみです。
ごみステーションに不適正排出をする行為は「不法投棄」となります。廃棄物処理法により、
５年以下の懲役もしくは１千万円以下の罰金（法人の場合は３億円以下の罰金）が科されます。
不法投棄をしないためにも、ごみの正しい分別・出し方を再確認してください。

捨てないで！違反ごみ！捨てないで！違反ごみ！捨てないで！違反ごみ！

浪江町（双葉地方広域
市町村圏組合）指定の
ごみ袋に、分別して出
してください。

建築廃材などは産廃処
理業者、自動車・二輪
車用部品は自動車整備
工場、販売店へ回収依
頼してください。

家電リサイクル４品目
は家電量販店などへ回
収依頼してください。
※パソコンはメーカーに
依頼してください。

北部衛生センターへ持
ち込み、または南部衛
生センターへ回収依頼
してください。
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なみえ新聞 通信

浜セン相談会予約不要＼どなたでも歓迎／
分からない事、なんでもお答えします！
役場の担当職員や浜センスタッフ、東京大学の学生さんが
個別で相談にのります。

●日時：２月10日㈮、２月24日㈮　各日10時～12時まで
●場所：浜通り地域デザインセンターなみえ（浪江町大字権現堂字上続町11－3）

企画財政課情報統計係 0240（34）0241

「なみえ新聞」の「イベント」コーナーでは、町内外で
開催予定のイベントを紹介しています。
また、「イベントカレンダー」では、各交流館で開催
予定の教室やイベント情報を確認することができます。

浪江町で開催するイベントや
交流館のイベント情報をチェック

地域のイベント情報を掲載することもでき
ます！詳しくはお問合せください。

スマホ・タブレット・アプリ
相談会を実施中！
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命を守る
ための
三つの心得

●

●

●
●

12月４日 土のう製造スタンド 100基

事故を防ぐ５つのポイント

消防署からのお知らせ

火事と救急は119番
浪江消防署 0240（34）4111
葛尾出張所 0240（29）2119

消防署《連絡先》

①コードを家具などの下敷き
にしない。
②コードの位置や状態を点検
する。
③コードを束ねて使用しない。
④被覆が切れて導線が剥き出
しのコードは使用しない。

①コンセントやプラグにホコ
リが溜まらないように手入
れする。
②傷みや緩みがあるプラグは
使用しない。
③コードを引っ張ってプラグ
を抜かない。

収れん火災は、レンズや金魚鉢などにより太陽光が集ま
り、その集まった光が可燃物に当たって発生します。冬は
太陽の高度が下がり、屋内に太陽の光が差し込みやすくな
るため危険性が高くなります。一年間に全国で数件ほどし
か発生しておりませんが、その一件があなたの家で発生し
てしまうかもしれません。下記のチェックポイントに気を
付け火災を未然に防ぎましょう。
……………チェックポイント……………
・外出の際はカーテンを閉める。
・窓際や光が差し込む範囲に鏡やガラス
製品を置かない。

・タイヤのアルミホイール、水を入れた
ペットボトルなどへの保管場所に注意する。

コンセントの確認をお願いします！
電気コードの注意点 コンセント・プラグの注意点
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